
第２回  

農業用水路を活用した小水力発電の今後の在り方に関する技術検討会 

 

次 第 

 

日時：平成３０年１月２６日（金）午前１０時から 

場所：熊本県庁本館９階９０３会議室 

 

１ 開 会 

 

 ２ 資料内容説明 

   ・前回検討会の議事概要等（資料Ａ） 

   ・前回検討会での指示事項関係資料（資料Ｂ） 

   ・その他参考資料（資料Ｃ） 

 

３ 議 題 

(1) モデル施設の評価・課題抽出、今後の管理のあり方について    

   ・ゴミ問題について（計画、維持管理） 

   ・その他 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 



所　属 職 氏　名

【委員長】

1熊本高等専門学校　機械知能システム工学科 教授 田中　禎一

2 【副委員長】

3幸野溝土地改良区 理事長 宮原　辰紀

4 【委員】

熊本県土地改良事業団体連合会 常務理事 小栁　倫太郎

熊本大学くまもと水循環・減災研究教育セン
ター 准教授 濱　武英

5

6 【事務局】

7熊本県農林水産部農村振興局農村計画課 首席審議員（課長） 村山　直康

8熊本県農林水産部農村振興局農村計画課 審議員 渡邉　昌明

9熊本県農林水産部農村振興局農村計画課 主幹(農村企画班長) 宮川　和幸

10熊本県農林水産部農村振興局農村計画課 主幹 松本　和彦

11熊本県農林水産部農村振興局農村計画課 参事 村﨑　剛
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農業用水路を活用した小水力発電の今後の在り方に関する技術検討会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 熊本県における農業用水路を活用した小水力発電施設の導入に向け、施設整備上

の課題を明らかにし、今後の取組の参考とするため、農業用水路を活用した小水力発電

の今後の在り方に関する技術検討会（以下、「検討会」）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 本検討会は、前条の目的を達成するために次の項目を検討する。 

（１）小水力発電導入モデル事業で整備された施設の評価と課題抽出、今後の管理の在

り方など 

（２）今後の小水力発電施設の導入に当たっての提言 

（３）上記（１）、（２）に掲げるもののほか、小水力発電に資する取組の推進のため 

委員長が必要と認める事項 

 

（構成） 

第３条 本検討会は、農業用水路を活用した小水力発電に関し学識を有する者により構成 

し、４名程度の委員で構成する。 

２ 委員は、熊本県知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、承諾の日から平成３０年３月３１日までとする。 

 

（委員長） 

第４条 検討会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長が指名する委員を充てる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が職務を行うことができない場合は、その職務 

を代理する。 

 

（運営） 

第５条 検討会は、委員長が必要と認めた場合に委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要に応じて、議事に関係ある者を臨時に出席させることができる。 

３ 検討会は、検討会の公開または非公開を決めるものとする。 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、熊本県農林水産部農村振興局農村計画課に置く。 

 

 （附則） 

この要綱は、平成２９年１２月２１日から施行する。 

 

資料１① 



技術検討会の主な検討事項 
 
 

 小水力発電導入モデル事業で整備された施設の課題抽出に必要な主な検討事項

は次のとおり。 

 

 

１ 計画に関する事項 
 
○十分な現地状況の実施による発電ポテンシャルの把握等 

   ・「流量（最大使用水量）」「落差」 

   ・「水車方式の検討」「発電方式の検討」「発電電力量の検討」 

   ・「建設費用の算定（系統連系に要する費用を含む）」「経済性評価※」 

   ・「新工法・新技術への対応」 

   ・「農業用水を発電に使用する合意形成」 

   ・「設計施工にあたっての留意点」 
     ※今回はモデル事業のため経済性は求めない 

 

 

２ 維持管理に関する事項 
 
○維持管理体制の確保による計画的な発電の実施 

   ・「施設規模に応じた維持管理費用、人員体制（内部、外部委託）の検討」 

   ・「ゴミ対策」 

   ・「点検記録の保管・管理（電子化）」 

   ・「売電益の積立てによる修繕・更新費用への充当」 

   ・「複式簿記の導入」 

 

 

３ その他 
 
○小水力発電施設への多方面への利用 

   ・「農業振興や環境保全などの拠点として、小水力発電施設を活用」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１② 



技術検討会の検討スケジュール 
 
 

 「農業用水路を活用した小水力発電の今後の在り方に関する技術検討会」の検討

スケジュールは次のとおり。 

なお、スケジュールは今後変更する可能性があります。 

 

 

 

 第１回（平成29年 12月 21日） 
 
○現地視察 

○小水力発電導入モデル事業の概要について 

○モデル施設の課題抽出に必要な主な検討事項について 

 

 

 第２回（平成30年１月26日） 
 
○モデル施設の評価 

○モデル施設の課題抽出 

○今後の管理の在り方 

 

 

 第３回（平成30年２月下旬） 
 
○モデル施設の評価 

○モデル施設の課題抽出 

○今後の管理の在り方 

○今後の小水力発電施設の導入に当たっての提言に向けた協議 

 

 

 第４回（平成30年３月下旬） 
 
○今後の小水力発電施設の導入に当たっての提言の確認 

 

 
 

資料１③ 



 
第１回 農業用水路を活用した小水力発電の今後の在り方に関する技術検討会 

 
＜議事概要＞ 

日時：平成 29 年 12 月 21 日（木）午後１時から午後２時半まで 

場所：熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局２階大会議室 
 
出席委員）田中委員長、宮原副委員長、濱委員、小栁委員 
事 務 局）農村計画課 
 
議事概要 
「議題１（技術検討会の運営について）」 
 ・「農業用水路を活用した小水力発電の今後の在り方に関する技術検討会設置要 

綱」が原案どおり承認。 
 ・また、委員の互選により田中禎一委員が委員長に選出され、田中委員長の指 

名により宮原委員が副委員長に選出。 
 ・さらに、技術検討会では、全ての議事を公開することを決定。 
 
「議題２（小水力発電導入モデル事業の概要などについて）」 
 （田中委員長） 
  ・各発電所の機器に関する図面を提示してほしい。 
  ・ゴミの質（種類）や量について調べてほしい。 
 （濱委員） 
  ・プロポーザル方式の審査基準として流下物（ゴミ）対策が含まれているが、 

どの程度の審査をこの段階で行ったのか提示してほしい。 
  ・小野田発電所、宮地発電所について、安定稼働時の状況について整理して 

ほしい。 
 （小栁委員） 
  ・小野田発電所、宮地発電所はともに設置場所が排水路であるが、どのよう 

な違いを検証しようとしたのか（見出したかったのか）。 
  ・実績の発電流量について調べてほしい。 
 
「議題３（技術検討会の主な検討事項について）」 

（濱委員） 
  ・排水路に設置することによる環境保全に対する意識の醸成についても検討 

すべき。 
 （小栁委員） 
  ・小水力発電施設を地域共有の財産として、土地改良区だけでなく、地域と 

ともに一体となり管理していくことが必要である。 
・計画に関する事項においても、（維持管理に関する事項と同様に）「ゴミ対 

策」を追記すべき。 
 

「議題４（技術検討会の検討スケジュールについて）」 
 （小栁委員） 裏面に続く

資料２ 



  ・現施設を維持管理していくことが土地改良区の負担となった場合、施設を 
撤去するということもあり得るかと思うが、その方向性はいつでるのか。 

  ・土地改良区の方々の意見を汲み取る機会はあるのか。 
 （濱委員） 
  ・幸野溝発電所の環境学習の開催実績について取りまとめてほしい。 
 
 
「議事結果」 

○小水力発電施設を排水路に設置する場合、ゴミ対策が最も大きな課題である 
と認識。 

 
○よって、設置時のみならず、計画～設置～維持管理の全てにおいて、ゴミ対 

策を検討しておくべき。 
 

○小水力発電施設を用水路に設置する場合と比べ、排水路に設置する場合、ゴ 
ミ対策はもとより費用対効果等の観点においても不利になることは周知の事 
実と認識。 

 
○一方、すでに幸野溝発電所等でも取り組まれているような「学習や研修の場

としての役割」や「地域一体となった環境保全や施設の重要性等の機運醸成
の場としての役割」をはじめとした、排水路に設置することによる大きな効
果にもスポットをあてるべき。 

 
○次回（平成 30 年１月末頃予定）はこのような観点をふまえ、より詳細な資料

や関係者の意見等をもとに、モデル施設における課題抽出や今後の管理のあ
り方を検討していくこととする。 



 

第１回小水力発電技術検討会における指示事項とその対応について 
 
 

指示事項 対  応 

❶小野田発電所、宮地発電所の改善に向け両土地改良区の意見（ど 
のような点について改善を求めるのか？）を把握すること【田中 
委員長】 

 
❷小水力発電施設の図面を提示すること【田中委員長】。 
 
 
❸ゴミの種類、量を把握すること【田中委員長】。 
 
 
❹小水力発電が設置されている水路（河川）の流量を把握すること
【小栁委員】 
 
❺水車の全国における採用実績について把握すること【田中委員 

長】。 
 
❻幸野溝発電所の環境学習の開催実績について把握すること【濱委

員】。 
 
 
❼小野田発電所、宮地発電所の安定稼働時の課題（状況）について

把握すること【濱委員】。 
 
❽発電施設決定時の審査基準「流下物（ゴミ）対策」について、ど

の程度の審査を行ったのか提示すること【濱委員】。 
 

❶両発電所を対象に改善すべき事項の聞き取りを実施。 
 ⇒資料４ 
 
 
❷３施設の詳細図（特に流入部や水車部）を提示 
 ⇒資料５ 
 
❸３施設で調査を実施 
 ⇒資料６①② 
 
❹流量調査が可能な阿蘇の２施設について調査を実施 
 ⇒資料６② 
 
❺全国調査を実施 
 ⇒資料７ 
 
❻幸野溝発電所以外の２発電所も含め、環境学習の開催実績を聞き
取り 
 ⇒資料８ 
 
❼両発電所の安定稼働時の課題（状況）について聞き取り 
 ⇒資料９ 
 
❽「流下物対策に工夫がみられるか」「流下物の処理が容易か」を審
査のポイントとして、５段階で評価。 

 

資料３ 



 

 

 
小野田発電所、宮地発電所の改善に向けた土地改良区の意見 
（阿蘇土地改良区、一の宮土地改良区聞き取り結果） 
 
 

 ≪一の宮町土地改良区（宮地発電所）≫ 

・事前対策よりも事後対策が重要。 

・発電機に直接ゴミが入らないよう事前対策として除塵機等の設置を、事後対策としてゴ
ミを破砕する装置の設置を検討して欲しい。 

 

 ≪阿蘇土地改良区（小野田発電所）≫ 

・発電機に直接ゴミが入らないよう事前対策として、流向を発電に支障が無い方向とする
装置やスクリーンの設置を検討して欲しい。また、発電水位を感知（発電水位まで回復
したことを感知）し、自動で ON となる施設を設置して欲しい。 

・安定稼働のためには流量対策が重要で、配水調整することで流量を増やすことは可能だ
が、地域の合意形成、配水調整作業員の追加経費、上流法面の浸食対策の検討が必要。 

 

 ≪一の宮町土地改良区、阿蘇土地改良区共通の発言≫ 

・基本的に、ゴミは下流側に流下させるため、タラップ等は不要。 

 

 

 

－以上－ 

資料４ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（小野田発電所）６／９ 

参考-6

kumamoto
テキストボックス
資料５①（小野田：流入部）

kumamoto
ノート注釈
kumamoto : Unmarked



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（小野田発電所）７／９ 

参考-7

kumamoto
テキストボックス
資料５②（小野田：水車部）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（宮地発電所）１２／１２ 

参考-21

kumamoto
テキストボックス
資料５③（宮地：流入部）



kumamoto
テキストボックス
資料５④（宮地：水車部）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（幸野溝発電所）７／１３ 

参考-28

kumamoto
テキストボックス
資料５⑤（幸野溝：水車部）




